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全
銀
Ｅ
Ｄ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
（
Ｚ

Ｅ
Ｄ
Ｉ
）
と
は
、
総
合
振
込
の

が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
受
取
企
業

は
自
身
で
管
理
し
て
い
る
請
求
書
番
号

を
用
い
て
売
掛
金
の
消
込
作
業
を
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

20
年
Ｘ
Ｍ
Ｌ
電
文
に
移
行

　

Ｚ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
は
、
支
払
企
業
と
受
取
企

業
と
の
金
融
Ｅ
Ｄ
Ｉ
情
報
（
支
払
明

細
・
商
流
情
報
）
の
授
受
を
一
括
対
応

す
る
セ
ン
タ
ー
集
約
の
シ
ス
テ
ム
で

す
。
具
体
的
に
は
Ｚ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
は
支
払
企

業
か
ら
送
信
さ
れ
る
Ｘ
Ｍ
Ｌ
電
文
を
格

納
、
仕
向
銀
行
が
全
銀
シ
ス
テ
ム
に
送

信
す
る
電
文
形
式
に
変
換
し
た
後
に
被

仕
向
銀
行
へ
送
信
し
ま
す
。
Ｚ
Ｅ
Ｄ
Ｉ

に
よ
っ
て
、
金
融
機
関
内
の
シ
ス
テ
ム

や
全
銀
シ
ス
テ
ム
は
従
来
の
電
文
形
式

で
処
理
で
き
る
た
め
、
Ｚ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
以
外

の
シ
ス
テ
ム
に
大
規
模
な
開
発
が
発
生

し
な
い
設
計
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

Ｚ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
は
２
０
１
８
年
12
月
25
日

の
稼
働
時
に
一
部
の
企
業
で
利
用
が
開

際
に
、
支
払
通
知
番
号
や
請
求
書
番
号

等
の
商
取
引
に
関
す
る
情
報
（
商
流
情

報
）
を
Ｘ
Ｍ
Ｌ
電
文
で
受
取
企
業
に
送

信
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
シ
ス
テ
ム

で
す
。
Ｘ
Ｍ
Ｌ
電
文
の
授
受
に
よ
り
、

受
取
企
業
は
売
掛
金
の
消
込
作
業
を
効

率
化
で
き
る
、
支
払
企
業
は
入
金
照
合

に
関
す
る
受
取
企
業
か
ら
の
問
合
せ
対

応
を
削
減
で
き
る
な
ど
、
事
務
負
担
の

軽
減
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
総
合
振
込
の
際
に
送

信
で
き
る
Ｅ
Ｄ
Ｉ
情
報
は
半
角
20
桁
ま

で
と
限
定
さ
れ
て
お
り
、
後
続
業
務
の

合
理
化
は
難
し
い
状
況
で
し
た
。
Ｚ
Ｅ

Ｄ
Ｉ
で
は
、
Ｘ
Ｍ
Ｌ
電
文
に
よ
り
Ｅ
Ｄ

Ｉ
情
報
と
し
て
多
く
の
情
報
を
格
納
す

る
こ
と
が
可
能
で
す
。
例
え
ば
、
月
末

に
複
数
の
請
求
書
を
ま
と
め
て
合
算
払

い
す
る
場
合
、
そ
の
複
数
の
請
求
書
番

号
を
含
め
た
Ｅ
Ｄ
Ｉ
情
報
を
送
る
こ
と

Ａ

始
さ
れ
、
今
後
、
利
用
企
業
が
増
え
て

い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
支

払
企
業
お
よ
び
受
取
企
業
の
双
方
が
Ｚ

Ｅ
Ｄ
Ｉ
対
応
し
て
い
な
い
と
、
売
掛
金

消
込
等
の
決
済
業
務
の
効
率
化
の
メ
リ

ッ
ト
を
享
受
で
き
な
い
た
め
で
す
。

　

利
用
者
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、

利
用
者
の
便
益
が
向
上
す
る
こ
と
か

ら
、「
日
本
再
興
戦
略
２
０
１
６
」
に

お
い
て
「
金
融
高
度
化
を
推
進
す
る
た

め
、
企
業
間
の
銀
行
送
金
電
文
を
、
20

年
ま
で
を
め
ど
に
国
際
標
準
で
あ
る
Ｘ

Ｍ
Ｌ
電
文
に
移
行
し
、
送
金
電
文
に
商

流
情
報
の
添
付
を
可
能
と
す
る
金
融
Ｅ

Ｄ
Ｉ
の
実
現
に
向
け
た
取
組
み
を
進
め

る
」
と
し
て
お
り
、
目
標
と
す
べ
き
期

限
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

期
限
を
20
年
12
月
末
と
仮
定
す
る

と
、
残
さ
れ
た
期
間
は
２
年
を
切
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
総
合
振
込
を
利
用
し

て
い
る
、
も
し
く
は
今
後
利
用
が
見
込

ま
れ
る
企
業
は
準
備
し
始
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

「
全
銀
Ｅ
Ｄ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
」

の
仕
組
み
＆
説
明
法

018年12月にスタートした全銀
EDI システムは、今後利用者の増

加が見込まれます。金融機関の担当者と
しては特徴を理解し、企業の利用を推進
することが必要です。
　本特集では、全銀 EDI システムの仕
組みや機能、企業への案内方法などを解
説します。

２

特 集

マンガで学ぶお客様
への

利用案内のポイント

　ここでは、全銀 EDI システムの仕組みや
機能、金融機関の対応などを解説します。 加藤洋輝

全銀EDIシステムの
概要と金融機関の対応
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Ｄ
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に
よ
り
、
商
流

情
報
を
Ｘ
Ｍ
Ｌ
電
文
で
受

取
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業
に
送
信
で
き
る
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全
銀
Ｅ
Ｄ
Ｉ
シ
ス
テ
ム

（
Ｚ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
）っ
て
何
？

な
ぜ
注
目
さ
れ
て
い
る
の
？


